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[摘要]
本研究は，部活動の地域移行の一事例として，富山県N市で検討されている中学校部活動の ｢拠点校化｣ に着目し，

教師の目線から期待される効果と今後の課題を明らかにしながら，持続可能な運動部活動のあり方について検討するこ
とを目的とした。N市の中学校及び高等学校の運動部活動主顧問を対象とした質問紙調査を実施し，指導実態と意識を
把握した。また，質問紙調査では把握できなかった部活動指導に対する詳細な意識や，部活動の地域移行及び拠点校化
に関する意見を収集するため，インタビュー調査を実施した。

結果，1）N市では，中学校，高等学校ともに，ガイドラインを遵守している運動部活動が多く，中学校では「体育以
外×経験なし」の顧問教師が，高等学校では「体育以外×経験あり」の顧問教師が最も高い割合を示した。2）充実感
を有している顧問教師の割合が高かったが，｢専門的指導力の不足｣，｢校務が忙しくて思うように指導できない｣，｢研究
や自由な時間の妨げになっている｣ などの葛藤を抱えている顧問教師が多いことが明らかになった。3） 外部指導者に関
しては，中学校ではほぼ全ての運動部活動で活用しているのに対し，高等学校では半数しか活用していなかった。4）将
来的に完全に部活動が地域移行することに対しては，中学校では93.0％の教師が「賛成」と回答したが，高等学校では
78.2％にとどまった。5）中学校部活動の ｢拠点校化｣ については，｢生徒が専門的な指導を受けられる｣，｢教師の負担
軽減｣ などの期待と，｢継続指導のできる人材の確保｣，｢教育的側面の軽視｣，｢校区外の学校への通学｣ などの課題が挙
げられた。

本研究で明らかになった知見を踏まえ，今後の部活動のあり方について検討した。人的・物的資源の少ない地方小都
市においては，学校と地域とが協働して運動部活動を運営する形態を模索する必要があると考えられる。

キーワード：運動部活動，部活動改革，地域移行，教師文化，葛藤
Keywords：Extracurricular sport activities, Club activity reform, Community shift Teacher culture conflict

Ⅰ　緒言

日本の中等教育における運動部活動は，教育課程
外の活動でありながら，学校教育の一環として広く
実施されている。2018 年にスポーツ庁が策定した

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ン」29）では，「体力や技能の向上を図る目的以外にも，
異年齢との交流の中で，生徒同士や生徒と教師等と
の好ましい人間関係の構築を図ったり，学習意欲の
向上や自己肯定感，責任感，連帯感の涵養に資する
など，生徒の多様な学びの場として教育的意義が大
きい」と記されている。

しかし，生徒数の減少に伴う活動の不成立，専門
的な技術指導力を有する教師の不足，教師の超過勤
務などの様々な問題を抱えており，従前どおり学校
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だけで運営する体制では，運動部活動を維持するこ
とが困難な状況となっている。

2021 年に日本スポーツ協会（以下，JSPO と略
す）が実施した「学校運動部活動指導者の実態に関
する調査」10）では，中学校では 26.9％，高等学校で
は 25.3％の顧問教師において，担当する教科が「（保
健）体育以外」かつ担当する競技の「経験なし」で
あること，休養日は，中学校で 19.3％，高等学校で
59.2％が週 1 日以下であること，休日の運動部活動
が地域に移行された場合は，中学校で 45.6％，高等
学校で 36.1％の教師が「地域人材に任せたい」と考
えていることなどが明らかになった。また，指導に
おいて最も問題 ･ 課題であると感じている項目につ
いては，中学校，高等学校ともに「校務が忙しくて
思うように指導できない」，「自分自身の実技指導力
の不足」，「自分の研究や自由な時間の妨げになって
いる」，「部員数が少ない」などの回答が挙げられて
いる。

2016 年に文部科学省（以下，文科省と略す）が
実施した「教員勤務実態調査」では，57.7％の中学
校教師が週 60 時間以上の勤務，つまり過労死リス
クが高まる過労死ラインである月 80 時間以上の時
間外労働をしていることが明らかになった 12）。

これらの調査結果を踏まえ，2020 年にスポーツ
庁が「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」30）

を策定した。この政策は，「持続可能な部活動」と「教
師の負担軽減」の両方を実現できる改革として，「休
日の部活動の段階的な地域移行」と「合理的で効率
的な部活動の推進」の 2 つの方策を挙げている。

運動部活動は教育の一環であり，教育的効果の高
い活動ではあるが，その一方で，厳しい労働環境に
置かれている教師にとっては負担感の大きい活動で
もある。筆者も現職の高校教師として，自らの教育
信条や教師としての規範意識と過酷な勤務状況との
狭間で，様々な葛藤を抱えながら運動部活動の顧問
を務めていた。部活動が学校単位から地域単位の活
動へと移行する方針が示されたこのタイミングにお
いて，今後の運動部活動のあり方については，様々
な視点から慎重に検討する必要があるだろう。

Ⅱ　先行知見の整理

１．学習指導要領における部活動の位置づけ
学習指導要領上における部活動の位置づけは，時

代背景に沿ってめまぐるしく変化してきた。
まず，試案として発表された 1947 年の学習指

導要領において，初めてクラブが登場する。次の
1958･60 年註 1）に改訂された学習指導要領から，国
の告示によって法的拘束力を持つ国家基準となった
ため，特別教育活動に位置づけられていたクラブに
おいても，自主的，自発的，自治的な活動が目指さ
れる一方，全員に履修させることも求められるとい
う，矛盾した状況に陥ることとなる。1969･70 年の
改訂では，教育課程内における必修のクラブ活動と
課外活動である部活動が区別されることになる。そ
の後の 1977･78 年の改訂では，部活動を必修クラブ
と関連付けて実施する方針が示され，学校で部活動
を行う根拠が与えられた。1989 年の改訂では，課
外の部活動に参加することによって必修クラブの履
修とみなす「部活動代替制度」が設けられた。必修
クラブは教育課程内に位置づけられているため，こ
の制度の導入によって，校務分掌として教師全員が
部活動の顧問を担当することになる。続く 1998･99
年の改訂では，教育課程審議会（1997）から出され
た「教育課程の基準の改善の基本方向について（中
間まとめ）」14）において，必修クラブについては「創
設される『総合的な学習の時間』（仮称）において
児童生徒の興味・関心を生かした主体的な学習活動
が行われることなどを考慮して」，「部活動が一層適
切に行われるよう配慮しつつ，部活動との関連や学
校外活動との関連を考慮しこれを廃止する」と示さ
れ，廃止されることになる。それに伴い，関連領域
として実施されてきた部活動は学校で実施する根拠
を失い，再び部活動の外部化が模索されるようにな
る。2008･09 年の改訂では，総則において「学校教
育の一環として教育課程との関連が図られるように
留意」しながら，「地域や学校の実態に応じ，地域
の人々の協力，社会教育施設や社会教育関係団体等
の各種団体との連携などの運営上の工夫を行う」こ
とが示され，現行の 2018･19 年改訂の学習指導要領
においても，同様の傾向が継続されている。

この様に一貫性のない曖昧な位置づけがなされて
きたことに関しては，友添（2016）が，「運動部活
動が生徒の自主的，自発的，自治的な活動であるこ
とを考えれば，要領がその内容や方法に具体的に立
ち入ること，またカリキュラム上に位置づけること
自体が矛盾となり，そのために要領はあえてカリ
キュラム上の位置づけや内容の記載を控えてきた」
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ことを指摘している 33）。

２．部活動の地域移行
学習指導要領上での位置づけから部活動の変遷を

辿ることにより，過去に二度，運動部活動の地域移
行が検討されていたことを把握したが，いずれも目
標と実態が不整合であったため，実現には至らな
かった。

一度目は，教師の職務や手当との関連で，部活動
のあり方が問われた 1960 年代後半のことである。
顧問を務める教師に対して，超過勤務手当の財源を
確保できないという問題を背景に，1969 年に改訂
された学習指導要領では，時間割内に必修クラブを
設置し，競技力向上を目指す放課後の運動部活動は
地域社会へ移行する方針が示された。この制度によ
り，勤務時間外の運動部活動の指導は，教師のボラ
ンティア，もしくは地域での活動と見なすことがで
き，手当の支払いが避けられたのである。しかし，
この制度は長くは続かず，次第に必修クラブと部活
動の両活動を一本化する学校が増えていった。

神谷（2015）はその原因として，必修クラブが制
度化された当初から，教育現場における両者の関係
はボーダーレスであったことや，学校と地域の役割
分担を明確にするだけの条件整備（施設・設備，指
導者）の見通しが甘かったことを挙げている 8）。

二度目は 2000 年前後のことである。肥大化した
運動部活動を，学校だけで維持することが困難な状
況となっていた時期だが，その一因として「部活動
代替制度」の導入が挙げられる。学校 5 日制が段階
的に導入される中，授業時数確保に苦慮した学校が，
必修クラブの１時間を他教科に回すために，生徒全
員に部活動加入を義務付けたものである。その後，
1998 年改訂の学習指導要領において，「総合的な学
習の時間」の創設に伴い必修クラブが廃止され，同
時に関連領域として位置付けられていた部活動は，
学校で実施する根拠を失うことになる。経済同友会

（1995）によって「学校のスリム化論」31）が提唱さ
れたこともあり，再び部活動を地域社会へ移行する
方針が示される。2000 年の保健体育審議会の答申

「スポーツ振興基本計画の在り方について」15）では，
運動部活動の受け皿となりうる総合型地域スポーツ
クラブ（以下，総合型クラブと略す）の構想が示され，
同じく 2000 年に文部省（現，文科省）が策定した「ス
ポーツ振興基本計画」16）では，各市町村に一つは総

合型クラブを設立するといった具体的な目標が掲げ
られた。

しかし，この時期も部活動の外部化は実現されな
かった。その理由について，中澤（2014）は，裁量
権が学校に委ねられた結果，学校が運動部活動を手
放さなかったためだとしている20）。また，神谷（2016）
は，学習指導要領以外の教育制度では，学校教育で
部活動を実施し続けることが求められていたためだ
と述べている 9）。

３．教師文化と運動部活動
運動部活動の学校での成立状況を，顧問教師の意

識や「教師文化」を踏まえて考察した研究が幾つか
存在する。

教師文化とは，佐藤（1994）は「教師の職業意識
と自己意識，専門的な知識と技能，『教師らしい』
と感じさせる規範意識や価値観，ものの見方や考え
方，感じ方や行動の仕方など，教師たちに特有に見
られる様式的な職業文化26）」であるとし，久冨（1994）
は「教員という職業の遂行（仕事と生活を含めて）
にまつわって歴史的に選択され，形成され，継承さ
れ，また創造されながら変容していくところの蓄積
された信念・慣習・伝統・思考法・心性・つき合い
方などのセットから成っている 6）」と定義している。

西島（2008）は，「中学校の少なからぬ教員たちが，
学習指導や生徒指導の面からも部活動を手放したが
らなかったと受け取れる状況にある 24）」と述べて
いる。

中澤（2011）は，「政策と議論が一致して外部化
を模索しているのに反して，実態としては学校内に
留まり，維持され続けている 18）」とし，「運動部活
動へ積極的にかかわる顧問教師は，教育的な意味づ
け方によって，少なくとも彼の主観においては困難
を乗り越え」，「スポーツを通した教育的効果を実感
し続けている」こと，また，日本には「こうしたス
ポーツと教育を結ぶ特徴的な意味づけ方があるから
こそ，顧問教師が積極的に運動部活動へかかわり続
け，その結果として，運動部活動は学校教育活動の
一環として維持されていると考えられる 19）」こと
を示唆している。

同じく中澤（2014）は，運動部活動に消極的な教
師においても，「生徒の希望や願いに応えようとす
る態度と，それが教育実践に有効であるという認識」
や「管理職や他の同僚教師からの説得や圧力」があっ
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たため，運動部活動から離脱できない文脈があるこ
とを明らかにした 21）。

さらに，谷口（2014）は，「部活動を取りまく問
題性の本質は，部活動存続の困難に直面しつつも，
そのことの解決・解消を拒む教員（学校）文化の内
実にありはしないのか，換言すれば，部活動への関
与者――教員や生徒，保護者等が創出・形成してい
る文化内容に接近する作業は，『維持され続ける』
部活動の意味を理解する有効な方途といえよう 32）」
と述べている。

これらの先行知見から，運動部活動の外部化が実
現しなかった要因の一つとして，教師の意識や教師
文化が関連していることが確認できる。

これまで教師たちが運動部活動の地域移行を忌避
してきたのは，部活動指導における教育的効果を実
感していることに加え，「閉鎖性」，「保守性」など
の「変化を拒む教員文化の頑なさ 34）」が関与して
いることを理解しておく必要があるだろう。

４．先行知見のまとめ
学習指導要領上における部活動が，時代背景に

沿って様々な位置づけにあったことを確認した。ま
た，過去に二度，肥大化した運動部活動を地域社会
へ移行しようと模索したが，いずれも軌道に乗らず，
実現しなかったことや，その理由として，地域のス
ポーツ環境が脆弱だったことに加え，教師の意識，
換言すれば，働き方改革を背景とする教職への従事
を，暗に不文律化している教師文化に起因している
ことを把握した。

これらの先行知見を踏まえ，本研究では，教師の
意識及び教師文化の諸相に依拠しながら，持続可能
な運動部活動のあり方を考察する。部活動の地域移
行を目指すにあたって，制度設計・環境整備が重要
であることに相違ないが，学校という閉鎖された空
間に存在する教師の意識，教師文化の実態に迫る作
業が，部活動改革において重要な役割を果たすこと
になるだろう。各種調査結果において，教師の多忙
化を招く最大の要因は部活動であることが示されて
きた。しかし，決して数字だけでは測れない多様な
要素が，学校という組織の中で交錯している。これ
までに策定された部活動政策では，複雑かつ特殊な
教師文化・学校文化の内実を勘案した上で，部活動
のあり方を検討する視点が欠けていた。そのため，
部活動を手放さなかった学校との間に乖離が見られ

たのではないだろうか。

Ⅲ　研究目的

本研究は，部活動の地域移行の一事例として，富
山県 N 市で検討されている中学校部活動の ｢拠点
校化｣ に着目し，教師の目線から期待される効果と
今後の課題を明らかにしながら，持続可能な運動部
活動のあり方について検討することを目的とする。
具体的に明らかにする事柄は，以下の 2 点に集約す
る。
1）　N 市における運動部活動顧問の指導実態と指導

に対する意識を明らかにする。
2）　N 市において検討されている中学校部活動の

「拠点校化」について，教師の視点から，期待
される効果と今後の課題を明らかにする。

Ⅳ　研究方法

1.　研究対象地域の選定
富山県 N 市は，小学校 8 校，中学校 7 校，義務

教育学校 1 校，高等学校 3 校を有する人口 48,956
人の小都市註 2）である 22）。同市は，生徒数減少に伴
う部活動の小規模化に対して強く危惧しており，県
内でもいち早く ｢部活動のあり方検討委員会｣ を
立ち上げ，｢拠点校化註 3）｣ 及び ｢特認就学制度註 4）｣
の導入を検討している。

また，スポーツ庁が実施している「令和 3 年度地
域運動部活動推進事業｣ において，県内で唯一，｢
休日の部活動の段階的な地域移行｣ 及び ｢合理的で
効率的な部活動の推進｣ の 2 部門の対象地域に選定
され，様々なシミュレーションを行いながら，効果
や課題を検証している。

さらに，総合型クラブの育成への着手が早かった
地域として，全国的に周知されていることなどか
ら，同市は市民の豊かなスポーツライフの実現を目
指し，積極的に取り組んでいる地域であることが窺
える。

以上の理由から，同市を研究対象地域に選定した。

2.　研究方法
1）質問紙調査

N 市教育委員会（以下，市教委と略す）の協力の
もと，市内の中学校（義務教育学校を含む）及び高
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等学校の運動部活動主顧問に対し，留め置き法を用
いた質問紙調査を行った。

本調査は無記名自記式調査として実施したが，質
問項目には個人に関係する内容も含まれているた
め，回答後は調査用紙を密封し，学校ごとに返送を
依頼した。

また，質問紙に QR コードを記載し，希望者には
Web 回答システムを選択できるようにした。

その結果，配布数 97 部に対して回収数は 94 部
（回収率 96.9％）であり，無効回答 5 部（主顧問が
複数いる場合は，当該部活動に携わる時間が最も長
い回答者を採用した）を除いた有効回答数は 89 部

（91.8％）であった。
調査期間は，2021 年 7 月 15 日（木）～ 7 月 30 日（金）

であった。
回収したデータは，IBM SPSS Statistics28 及び

Excel を用いて集計・分析を行った。
2）インタビュー調査

質問紙調査の結果から，以下の属性を有すると推
察した顧問教師を抽出し，半構造化面接法によるイ
ンタビュー調査を実施した。
（1）部活動の地域移行に賛成し，かつ休日の部活

動指導を希望する顧問教師
（2）部活動の地域移行に賛成し，かつ休日の部活

動指導に対して迷いを抱える顧問教師
（3）地域運動部活動推進事業（スポーツ庁）の対

象となっている運動部活動の顧問教師

3.　調査内容
1）質問紙調査
（1）基本的属性

「性別」，「年齢」，「教員歴」，「担当教科」
（2）指導状況

「部活動名」，「活動状況」，「競技レベル」，「経
験の有無」，「資格の有無」，「指導内容」，「参考
にしたこと」

（3）指導に対する意識
「指導したい内容」，「充実感」，「顧問を希望し
たか」，「指導における問題・課題」，「指導にお
ける留意点」

（4）学校と地域との連携
「外部指導者について」，「地域移行について」

2）インタビュー調査
「指導状況」，「指導に対する意識」，「部活動の『地

域移行』及び『拠点校化』に対する意向」，「地域移
行後の休日の部活動指導について」

Ⅴ結果及び考察

1.		質問紙調査の結果
1）基本的属性

性別は，中学校，高等学校ともに男性教師の割合
が高かった。

平 均 年 齢 は， 中 学 校 が 39.53 歳， 高 等 学 校 が
40.19 歳であり，いずれも 20 代後半から 30 代前半
の教師が最も多かった。

教師歴の平均は，中学校が 15.73 年，高等学校が
17.84 年であった。いずれも教師歴が 10 年以下の教
師が最も多かった。

担当教科は，中学校では数学や社会が高い割合を
示したのに対し，保健体育の割合は低かった。高等
学校では保健体育の割合が最も高かったが，各教科
にばらついていた。
2）指導状況

1 週間の活動状況は，中学校，高等学校ともに，
スポーツ庁が策定したガイドラインを遵守している
運動部活動が大半であった（表 1）。

表 1　1週間の活動状況（平均）
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「担当教科」と「競技経験の有無」では，中学校
には，競技経験のある顧問教師が 4 割程度しか存在
せず，「体育以外×経験なし」の顧問教師が過半数
を占めることが明らかになった。高等学校では，競
技経験のある顧問教師が 6 割程度存在し，｢体育以
外×経験あり｣ の割合が最も高かった（図 1）。
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図 1	｢担当教科｣ と ｢競技経験の有無｣（％）
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3）指導に対する意識
中学校では，充実感を有している顧問教師の割合

は 66.7% であり，1/3 の顧問教師が充実感を抱いて
いないことが確認できた。高等学校では，充実感を
有している顧問教師が 84.4% を占めた（表 2）。

表 2	指導に対する充実感
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「担当教科×競技経験の有無」と「指導において
最も問題・課題であると感じている項目」との関連
については，中学校では，運動部活動の主顧問を務
める保健体育科教師の数が少なく，「体育以外×経
験なし」の教師が最も多いため，どの群においても

「専門的指導力の不足」が高い割合を示した。高等
学校では，どの群においても「校務が忙しくて思う
ように指導できない」の割合が高かった（図 2）。

図 2　｢担当教科×競技経験の有無｣ と
｢指導における問題 ･課題｣ との関連（%）

4）学校と地域との連携
外部指導者の有無に関しては，中学校では，殆ど

の運動部活動で外部指導者を活用しているのに対
し，高等学校では，半数しか活用していないことが
明らかになった（表 3）。

表 3　外部指導者の有無
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外部指導者の必要性に関しては，中学校では，全

ての顧問教師が必要であると回答したのに対し，高

等学校では，外部指導者を必要としない顧問教師が
一定数存在した（表 4）。

表 4　外部指導者の有無
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表 5 部活動の地域移行に対する賛否 

 
 
 

 
図 3 休日の指導の希望とその理由 

 
 

表 6 地域移行に期待する効果 

部活動の地域移行に対する賛否については，中学
校では，賛成意見が 93.0% を占めたのに対し，高等
学校では，賛成意見は 78.2% にとどまり，反対意見
が 2 割程度存在した（表 5）。
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表 6 地域移行に期待する効果 

休日の部活動が地域に移行した場合の，休日の指
導の希望とその理由に関しては，中学校では，｢指
導したくない｣ が過半数を占め，その理由は，｢休
日の確保｣，｢負担軽減｣ などが多かった。この結果
から，教師が日常的に疲弊している様子が窺える。
高等学校では，｢指導したい｣ が最も多く，その理
由も「指導したい」や「生徒理解」など，前向きな
意見が多かった（図 3）。
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図 3	休日の指導の希望とその理由

部活動の地域移行に期待する効果については，中
学校，高等学校ともに，｢教師の負担軽減｣，｢生徒
が専門的な指導を受けられる｣ に対する期待が大き
く，｢保護者の負担軽減｣ や ｢生徒の負担軽減｣ に
はつながらないと考えられていることが明らかに
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なった（表 6）。

表 6	地域移行に期待する効果 

 

 
 
 

表 7 地域移行における課題 

 

 
 

部活動の地域移行における課題に関しては，中学
校では，｢運営団体の整備｣，｢指導者間における指
導方針の相違｣ などが課題として挙げられており，
｢学校で行うべき｣ だとは考えられていないことや，
｢地域指導者の数｣ については不安視されていない
ことが明らかになった。高等学校では，｢地域によっ
て差がある｣，｢運営団体の整備｣ などが課題として
挙げられており，｢参加する生徒と参加しない生徒
の関係性｣ や ｢地域指導者の数｣ などについては問
題視されていないことが示された（表 7）。

2．インタビュー調査の結果
1）部活動の地域移行に賛成し，休日の指導を希望
する顧問教師
（1）C 中学校ソフトテニス部顧問　C 教師
C 教師は，教職 4 年目の保健体育を担当する若手

教師である。学生時代は運動部活動に熱心に取り組
み，全国大会において優秀な成績を収めた経験を有
しており，自身が運動部活動を通して学んだことを
生徒たちにも伝えたいという思いから，教師を志し
たと話していた。

「部活って，日常生活プラス苦しいことに一人
でなくて仲間と挑戦するとか，自分の苦手なこと
をどうやって克服するとかっていうところが，私
は一番大事な部分やと思ってるので。」
「部活動って日常生活ありきのものだと思って

いるので，絶対一緒に生活している方が良いって
思いはあります。指導したいし，日常生活を変え
るために部活動があるって思ってるので，日常生
活（の指導）を入れないのは部活じゃないって。」
「拠点校化になったら，（子どもたちは）その競

技をしたくて行くので，その競技の指導者ってす
ごく大事になるなと思うんですよ。・・・来れな
いんですよね。お仕事があって。拠点校化になっ
て，その方（地域指導者）もお仕事されているの
に，本当にできるんかなって。」

C 教師は，生徒の技術向上や試合での勝利を目
指しながらも，それ以上に運動部活動を通して生
徒が様々な面で成長を遂げることが重要だと考え
ていた。

N 市が検討している「拠点校化」を実現するの
であれば，「特認就学制度」を活用することにより，
部活動指導場面以外でも生徒の様子を観察し，関わ
りを持つことを重要視していた。
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また，C 教師は今年結婚したばかりであり，今後
の出産，育児に際して，指導現場を離れることに対
する不安についても語っていた。

「今までと同じようにはやれないなとは，確実
に思うんですけど。私は早く復帰したい派なので，
早く仕事したいとは思ってて。ただ上手にできる
かなって。・・・したいなと思います。部活動。」

この様に部活動指導に熱い思いを有している C
教師ではあるが，多忙な勤務状況の中で，自身の教
職に対する思いの変化も実感していた。

「これ先生の仕事なん？って思うことが正直
いっぱいあって。子どもと関わりたいって思って
いたのに，（他の仕事に）時間が割かれるのも事
実やなって思いますし。」
「本当にもう部活がないって，教員としての仕

事に無いってなってしまえば，楽って思う部分も
正直あるんかなって思ったら，賛成な部分もある
かな。多分，そうなったら割り切れると思いま
す。・・・でも，多分やりたいと思います。多分
やると思うし。絶対に。」
「忙しすぎたら私も困るので，楽な方がそりゃ

良いんですけど，（生徒と教師の）どっちが主体
になっとるのかが私も分からなくなる。」

C 教師は，自身が時間に追われ，初心を忘れてし
まっていることに葛藤を抱いていた。筆者も同様の
葛藤を抱えながら運動部活動の顧問を務めていた経
験があり，C 教師の複雑な心境を察することができ
る。部員以外にも，担任として受け持つ生徒も存在
する。分掌業務や教科指導との兼ね合いもある。そ
れでも「生徒のために」という思い一心で，無理を
重ねる教師が多い。教師自身が溌剌としながら教育
活動に専念するためには，部活動制度のみならず，
他の業務の精選を始めとした抜本的な改革が求めら
れよう。

（2）D 中学校スキー部顧問　D 教師
D 教師は，「スキー競技の指導に関わりたくて教

員になった」と回答した社会科の中堅教師である。
現在，自身の地元の中学校に赴任し，教師になって
初めて専門競技を担当しているが，部活動指導にお

ける問題として，第一に部員数の不足を挙げている。
スキー競技は山間部の学校にしか存在せず，特に D
中学校の地域における過疎化，少子化は深刻な状況
である。

「小学校まではスキーやってるけど離れちゃう
子どもが。やっぱりお金かかるとか。・・・今ク
ロカンの道具とかは，市のお金で学校の備品とし
て買ったものを使ったりとかしてるところもあっ
て，それが（地域の）クラブに移行した時に，ス
キーを自分で買わなければいけないとか，成長に
合わせてまた新しいスキー買わなければいけない
とかっていうことが出てくると，余計離れちゃう
んじゃないかなっていう心配がありますね。合宿
も補助とか色々もらっていたのが，クラブになっ
たら一体どうなるのかなっていう心配はあります
ね。」

雪の多い地域への遠征費や道具代などの費用面
は，競技離れを防ぐためには重要な問題である。ま
た，部員数確保の方策として，D 中学校では過去に

「シーズン制」を取り入れていた時期があり，現在
再び「シーズン制」の導入が検討されているという。

「僕らの時は夏バレーやって，冬がスキーだっ
たんですよね。・・・地域の人の話聞いとったら，
もう子どもも少ないし，元の形っていうか，ス
キー・バレーって形に戻した方が良いんじゃない
かなっておっしゃってる方も。」
「子どもの取り合いになったら，どっちも潰れ

ちゃう可能性あるので。」

また，D 教師は，部活動の地域移行に関しては，「大
いに賛成である」と回答している。スキーを指導す
るために教師を志したという回答との矛盾を感じる
が，この点について確認したところ，明快な回答が
返ってきた。

「スキーを教えたいので。もし完全に移行する
のであれば，僕は他の学校の部活動はみずに，定
時で帰ってやってやろうかなと。」

部活動が完全に地域の活動となった場合，赴任校
の部活動の顧問はせずに，地域指導者として地元で
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スキーを教えたいと考えていた。しかし，学校教育
から部活動がなくなることに関しては，複雑な思い
を抱えていた。

「みんなでこれに向けて頑張ろうっていうよう
なことが，あまりなくなるのが寂しいことかなと
は思います。」
「スキーのことを色々教えたいなとか，スキー

を通して色々学ばせたいなという思いから，教員
が一番良いのかなって。・・・僕の生きがいっちゃ
なんですけど，僕もそれがしたくてこの職業就い
たのに，それががらっと変わっちゃうと，何かや
る気がなくなっちゃうなって感じがします。

兼業とかもできないっていう風にするんだった
ら，じゃあ先生辞めますよっていう人も出てくる
んじゃないかなと思いますね。・・・（自分は）辞
めるかもしれないです。」

また，自身のことだけでなく，部活動指導に負担
感を抱いている教師の存在も踏まえた上で，学校に
おける部活動の存在意義を述べていた。

「完全に切り離すことは，あまりしない方が良
いと思っていて。・・・クラブに入らないと運動
できないとか，習い事できないとか，それって格
差に影響されるので。だったら学校でカバーでき
ることがあるんじゃないかなと思っていて。・・・

（クラブで）したいけど，色んな理由があってで
きない子たちをうまく救ってあげてたのも部活
じゃないかなと思っていて。だからそれが無く
なっちゃったらそういう子たちはどうするんだ
と。」
「（他の先生方の負担が）時間的な拘束と，やっ

たことない部活を教えられないっていうような，
その２つが一番大きいんであれば，そんな高度な
こと教えなくても良いから，子どもたちと一緒に
過ごすクラブ活動的な感じで，短い時間でも良い
からやるというのは，子どもたちからしてもやり
やすいんじゃないかな。」

市教委によると，今後，全国的に部活動の地域移
行が完全実施されたとしても，N 市においては放
課後に短時間で実施する活動は残す予定だとしてい
る。競技力の向上を目指す生徒のみならず，スポー

ツや文化に親しみたいと考えている生徒たちの思い
も尊重している。その様な活動に転換することによ
り，教師に専門的な指導力は不要となり，拘束時間
も短縮される。生徒と教師の両方にとって持続可能
な部活動が求められている中，D 教師の考えは市の
方向性とも一致していた。特に過疎化，少子化の著
しい地域で育った D 教師だからこそ，選択肢の少
ない生徒たちのために，日頃から出来ることを模索
している様子が窺えた。

2）部活動の地域移行後の休日の部活動指導に対し
て迷いを抱える顧問教師
（1）A 中学校野球部顧問　A 教師
A 教師は，教職 13 年目の数学教師である。自身

も学生時代に野球部の活動に没頭し，部活動を通し
て学んだことの多さを実感しており，教師を志した
理由の一つが部活動指導であったと述べている。

「部活動ってやっぱり教育の一環かなと思うん
ですよね。子どもたちの力を伸ばしたいと思っ
て教員になったというのは正直あるんですけど。
ちょっとそればかりではないというか。・・・な
かなか時間が取れないということですかね。そう
いう面では非常に苦労ですね。」

運動部活動は教育の一環であると認識し，やりが
いと苦労を感じながら指導に当たっている A 教師
だが，今年度は部員不足のため，他校との合同部活
動を実施している。その様な切実な状況であるため，
部活動の地域移行，拠点校化には大いに賛成である
としている。

「私は拠点校化には賛成ですね。野球であれば
最低 9 人揃って試合できないってことの，人数が
いないってことの，それはさすがにちょっと（生
徒たちが）かわいそうかなと。」
「私は合同チーム（部活動）は反対なんです。

今はやむを得ず組んでますけど，反対ですね。・・・
まず平日に練習ができない。一緒に練習できな
い状況でどうやって部活動として成り立たせて，
チームとして成り立たせるのかということです。」
「拠点校化だけだと，移動だけで時間取られて

しまうとちょっともったいないなというのはあり
ますけど。やっぱりその（特認就学）制度の方が
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良いですね。」

合同部活動を実施している当事者だからこその視
点で，拠点校化についての考えを述べていた。

A 教師は，質問紙調査において，部活動の地域
移行には「賛成」としていながら，休日の指導につ
いては「どちらとも言えない」と回答している。そ
の理由は，「野球であれば気持ちはあるが，他の競
技なら時間の負担になる」とのことである。

「私は希望しませんね。理由は，競技を指定で
きないということであれば，わざわざそのために
時間を取る必要はないかなと思いますし。」
「技術指導だけじゃないんですけど，やっぱり

技術をしっかり指導できるのとできないのとで
は，違うと思うんですよ。・・・全く教えれもし
ない競技を指導するというのは，ちょっと子ども
に失礼なんですよね。」

専門外の競技の顧問になった場合，休日は指導を
せずに，その時間を教材研究の時間に充てたいとの
意向であった。

また，学校から部活動が切り離され，完全に地域
の活動となることに関しては，以下のとおり述べて
いる。

「人間味のあることって段々減ってくるんだな
みたいな。何かスマートな世の中，活気のない世
の中になってくような気がして，そんなんで良い
んだろうかっていう気はしますよね。」
「子どもたちにこれまでに私が学んできたこと

を伝えたいとか，・・・野球の素晴らしさを伝え
たいとか，そういう気持ちがあって教員になっ
たっていうところもあるんですけど。・・・仕方
ないですね。教育への熱意みたいなものは少し冷
めるかもしれませんけど，それで教員の働き方改
革になるんであれば。自分の時間は取れますか
ら。」

A 教師は，部活動が完全に学校教育から切り離
されることになった場合，学校の活気が無くなる
ことや，自身の教育への情熱が薄れることを想定

していた。そして，その言葉の端々からは，国が
示す政策には従わざるを得ないという諦観の念が
感じられた。

インタビュー中に，「はっきり言って分掌業務は
多すぎますね。ちょっと勘弁してほしいです。」と
述べていた A 教師。教師の多忙化は部活動だけが
原因ではない。部活動を学校教育から切り離すこと
が，「学校における働き方改革」にどのくらい効果
的なのかは不明である。安易に部活動の外部化に頼
るのではなく，様々な可能性を模索しながら，慎重
に議論する必要があるのではないだろうか。

（2）G 中学校バドミントン部顧問　G 教師
G 教師は，学生時代にサッカーに打ち込んだ若手

の数学教師である。今年から赴任した学校でバドミ
ントン部を受け持つことになり，精神的な負担を実
感しているという。

「過去 10 年間ほどずっと専門の先生が見られて
きとったんで，きめ細かい指導をされてこられた
ので，それが僕にパンと変わって。同じだけ期待
されるっていうか，去年と同じような部活動のあ
り方を子どもも保護者も求めてくるっていう辛さ
は。」
「部活に頑張ってもらわんなんみたいなのもプ

レッシャーには感じたりはしますね。」
「コーチがおられるので来られた時は良いんで

すけど，来られない時に自分がその時と同じよう
に教えんなん。・・・でも自分も付け焼き刃の知
識なので，質問されても答えれんし，細かいとこ
ろには目が届かない。同じような練習，指導の繰
り返しになってしまう。」

また，G 教師は，質問紙調査において部活動の地
域移行に「賛成」と回答し，休日の指導に関しては「ど
ちらとも言えない」を選択している。休日の指導を
拒否するわけではないが，何らかの迷いや葛藤を抱
えているのではないかと察したため，その辺りを訊
ねてみた。

「精神的，肉体的負担軽減では賛成なんですけ
ど。元々僕，部活動は好きなタイプなので，専門，
専門外とかって抜きにして，完全移行でなくなる
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のも何か。希望する者はっていうがでやっていた
だけたら。で，専門ならなお良いんですけど。」
「教材研究（の時間）が僕の場合は足りないで

すね。教材研究と学級運営。・・・そういうのは
今，全部部活動の終わった後にやっている現状な
ので。部活動無くなったら充てるかなと思います
ね。」

また，G 教師は，部活動指導と他の業務とのバラ
ンスについて，以下の様に述べていた。

「業務と業務の葛藤。何か，「子どもたちのた
めに」っていうのをどこまで思えば良いのかは
ちょっと迷う，悩むところです。「子どもたちの
ために」って言ってしまえば，それは時間掛ける
だけ良いものにもなるし，子どもたちのためには
なるがですけど，それで今世の中，体壊す方もお
られますし。」
「働き方改革っていうのと，子どもに向き合うっ

ていうのの，線引きが難しいなって。」
「どの辺で折り合い付けるかを探りながらやっ

てかんなんがやろうなとも思いつつ。（体力的に）
できんくなってくるんやろうなっていうのも感じ
つついます。」

G 教師と同様の苦悩を抱えている教師は数多く存
在するだろう。「子どもたちのために」と身を粉に
して働く教師の姿は，一見すると美談のようだが自
縄自縛を招く恐れもある。心身ともに疲弊し，余裕
のない教師には，充実した教育活動の実践など不可
能である。運動部活動の制度改革が実現されても，
働き方改革の主体である教師自身の意識の変容が伴
わなければ，新たな負担や葛藤が生まれるだけなの
ではないだろうか。

顧問教師の抱える葛藤の内実に迫ることにより，
教師文化の根深い問題が見えてきた。

3）運動部活動指導における教師の葛藤の構造的
理解

本研究のインタビュー調査によって，顧問教師が
日頃から様々な葛藤を抱えながら部活動指導に当
たっていることが明らかになった。安藤（2005）は，

「教師の葛藤を教職に従事することに由来するもの
として理解し，個々人の性格特性と切り離して捉え

ることが必要である 1）」と述べている。心理的に正
反対の方向に引き裂かれる葛藤のことを「アンビバ
レンス」というが，社会学者のマートンとバーバー
が定義した「社会学的アンビバランス」の概念を用
いて，教師の抱える葛藤を個人のパーソナリティに
還元するのではなく，社会的地位や役割といった構
造的側面から捉えて説明した（図 4）2）。それによる
と，教師という地位に関わる葛藤・アンビバレンス
は，基本的に 3 つのタイプが該当するという 3）。

1 つ目は，「ある地位のある役割に対して規定さ
れた相矛盾する規範間の葛藤」である。「教師」と
いう地位における「教師役割」註 5）の中で発生する
葛藤を指し，A 教師の「教科指導を最優先したいが，
部活動指導もしたい」や，A 教師，F 教師，G 教師
のいう「専門競技なら指導したいが，それ以外なら
負担感が大きい」，C 教師や F 教師の様に「競技の
指導者としてより，教育者，支援者として生徒と関
わりたい」，G 教師の「生徒のために指導をしたいが，
心身の健康を維持できるか分からない」，「部活動指
導は好きだが，生徒や保護者，同僚から期待される
ことに重圧を感じる」などの葛藤がこれに該当する。
野村（2021）は，教師の部活動への取り組み方や立
会時間には，保護者や管理職，同僚からの期待が大
きく影響していることを明らかにしたが，特に保護
者からの期待や働きかけの影響が大きいことを指摘
した 25）。G 教師は専門外の競技を担当することに
よる精神的な負担が大きいと話していたが，周囲か
らの期待によるプレッシャーが，葛藤を生じさせて
いるものと推察する。

2 つ目は，「地位間葛藤に見られるアンビバレン
ス」である。例えば，C 教師の「子育てと部活動指
導とのバランス」は，「母」という地位と「教師」
という地位との間の葛藤である。上地（2021）は，
育児が女性教師の部活動の立会時間を短くさせ，未
婚の女性教師において部活動立合時間が長時間化し
ていることを明らかにした 7）。「部活動指導がした
くて教師を志した」と話す C 教師においては，今
後の出産，育児によって教職における最大のやりが
いを喪失し，新たな葛藤を抱えることが予想される。

3 つ目は「特定の地位に結びつく役割相互間の葛
藤」である。「教師」という地位に結びつく「教師役割」
と「同僚役割」との葛藤や，教職における「官僚制」
と「専門性」とのコンフリクトなどを指している。
前者には，ほとんどの教師が述べていた「他の業務
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が忙しすぎて指導時間を確保できない」や，C 教師
の「指導方法をアップデートしたいが，多忙なため
に怠っている」などが該当するだろう。後者には，
A 教師，C 教師，D 教師らの「国の方針に従わざる
を得ない一教職員としての立場と，部活動の指導が
したくて教師になったという自らの信念」や，F 教
師の話していた「国の方針に対して，任せられる地
域人材がいないという不安」などが該当するだろう。
官僚制によって社会的地位や役割が安定して維持さ
れる一方で，教職における専門職的自律性が削がれ
るというジレンマが生じていると言えるだろう。

以上のように，運動部活動指導場面において教師
が直面している葛藤は，「社会学的アンビバレンス」
の理論的枠組みに当て嵌めることによって，社会的・
制度的枠組み等の社会構造に拘束されているものと
捉えることができる。年齢や経験を積み重ねること
により，学校内外での地位や役割も変化し，それに
伴い教師の抱える葛藤の様相も変化する。加えて，
教師文化を代表する「再帰性」，「不確実性」，「無境
界性」などの業務の特徴 27）も，部活動指導におけ
る負担感の増加を招く一因であろう。

しかし，同じ状況に置かれたとしても，人によっ
て解釈の仕方が違うように，教師個人の価値観や信
念等のパーソナリティに由来する面もある。日々，
多大なる業務をこなしながらも，部活動の教育的意
義を認識し，熱意とやりがいを有している教師がい
る反面，部活動を学校教育から完全に切り離すこと
を切望している教師もいる。

本研究における顧問教師を対象とした質問紙調査
及びインタビュー調査の結果をもとに，運動部活動
指導場面における顧問教師の葛藤をモデル化したも
のが図 5 である。教師自身の性格特性や力量に依拠
しない社会構造による拘束と，自身の価値観・信念
等が複雑に絡み合うことによって，教師の葛藤が生
じていると言えるだろう。

社会から寄せられる期待に応えるべく，自己犠
牲を厭わないのが教師，教師文化である。部活動
指導に消極的な教師のみならず，積極的な教師に
おいても，それぞれに葛藤を抱えながら顧問業務
にあたっている。「学校における働き方改革を踏ま
えた部活動改革」を実現するためには，部活動場
面に限定した制度設計・改革では，問題解決には
至らないだろう。
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4）｢地域運動部活動推進事業｣ の対象となってい
る顧問教師
（1）休日の部活動の段階的な地域移行
「地域運動部活動推進事業」の一つ目の方策は，「休

日の部活動の段階的な地域移行」である。「学校に
おける働き方改革を踏まえた部活動改革」では，具
体的な方策として，「休日の指導や大会への引率を
担う地域人材の確保」，「保護者による費用負担，地
方自治体による減免措置等と国による支援」，「拠点
校（地域）における実践研究の推進とその成果の全
国展開」の 3 点を挙げている。

N 市では，主な研究内容を「平日（夜間）及び休
日のスポーツ活動を，学校教育から切り離した地域
スポーツ活動として，地域指導者のもと実施する」
と設定し，市中学校校長会で協議した上で，対象と
なる 4 校 4 種目を選定した（表 8）。選定理由を市
教委に確認したところ，現時点で地域指導者による
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指導体制が確立しているところを候補に挙げ，各中
学校に打診し，中学校側から可能との返答があった
運動部活動を選定したと述べていた。また，なぎな
た部，ソフトボール部は市内に 1 校にしかないため，
拠点校になる可能性が高いことも理由の一つとして
挙げられた。対象となった運動部活動には，顧問教
師の他に部活動指導員 1 名，スポーツエキスパート
1 名，地域スポーツ活動指導者複数名が配置されて
いる。

事業の対象となった部活動の顧問からは，「生徒
の技術向上」，「顧問教師の負担軽減」などの効果と，

「地域指導者への報酬等の財源の確保」，「定期的な
指導が可能な人材の確保」などの課題が挙げられた。

表 8　「休日の部活動の段階的な地域移行」対象校
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（2）合理的で効率的な部活動の推進
「地域運動部活動推進事業」の二つ目の方策は，「合

理的で効率的な部活動の推進」である。「学校にお
ける働き方改革を踏まえた部活動改革」では，具体
的な方策として，「地域の実情を踏まえ，都市・過
疎地域における他校との合同部活動の推進」，「地理
的制約を越えて，生徒・指導者間のコミュニケーショ
ンが可能となる ICT 活用の推進」，「主に地方大会
の在り方の整理」の 3 点が挙げられている。

N 市では，主な研究内容を「部員不足によって
単独でチーム編成ができず，日常的に充実した活動
が成立しにくい運動部活動を対象に，合同部活動を
実施する」と設定した。部活動時間内の移動が必要
なことから，短時間での移動が可能となるよう，比
較的近距離にある学校が対象として選定された（表
9）。

年度当初は，H 中学校と I 中学校の野球部で実施
していたが，3 年生の引退により，2 校が合併して
もチーム編成が不可能になったため，8 月からは H
中学校と J 中学校，I 中学校と A 中学校との間で合
同部活動を実施している。そのため，新チームになっ
てからは，距離のある学校間でタクシーを活用した
生徒移送が行われている。

当該顧問からは，合同部活動を実施することによ

り，「大人数で充実した練習ができる」，「大会に出
場できる」などの効果と，「移動に時間を要し，平
日の活動が難しい」，「日課運行や行事予定により，
実施日が限られる」，「中体連註 6）の規約により，対
象校の固定化が難しい」などの課題が挙げられた。

都市部とは異なり，学校間に距離がある N 市で
は，特認就学制度を活用しない合同部活動は成立し
にくい。中体連の規約に関しては，抜本的な改革を
する時期を迎えているとも言えるだろう

表 9　「合理的で効率的な部活動の推進」対象校

 

 

 
図 4 社会学的アンビバランスのタイプ 

出典：安藤知子，『教師の葛藤対処様式に関する研究』，005 を一部改変 

 

 

図 5 運動部活動指導における顧問教師の葛藤 

 

表 8 「休日の部活動の段階的な地域移行」対象校 

 
 

表 9 「合理的で効率的な部活動の推進」対象校 

 

中学校名 運動部活動名 地域スポーツ活動指導者

F 中学校 なぎなた部 7名

E 中学校 バドミントン部 5名

I  中学校 ソフトボール部 1名

J 中学校 ソフトテニス部 5名

　4月〜 (1.2.3年生)
中学校名 運動部活動名 部員数 移動距離

H 中学校 野球部 5名

I  中学校 野球部 5名

　8月〜 (1.2年生)
中学校名 運動部活動名 部員数 移動距離

H 中学校 野球部 3名

J  中学校 野球部 7名

I  中学校 野球部 3名

A 中学校 野球部 7名
8.7km

2.6km

8.0km

5）中学校部活動の拠点校化の検討
本研究で得られた各種調査結果に鑑み，N 市にお

ける中学校部活動の拠点校化について検討する。
まず，個人競技と団体競技では，置かれている状

況が全く異なる点を考慮する必要がある。既にチー
ム編成のできない状況にある団体競技においては，
何らかの形で合同部活動を実施することが喫緊の課
題である。しかし，実際に合同部活動を実施してい
る顧問教師からは，平日の活動は不可能であると
の実態が明らかにされた。広範囲に及ぶ N 市では，
特認就学制度を活用しないと実質的な効果は見込め
ない。団体競技においては，特認就学制度を活用し
た拠点校化が最も適しているのではないだろうか。
個人競技に関しては，必ずしも他校と合同で活動す
る必要はない。N 市では，旧 8 町村の各地区に総合
型クラブが設立されており，運動部活動と連携した
活動が実施されている。地域指導者からは，部活動
制度を廃止してクラブ化を望む声も多かった。来年
度から実施予定の「地域部活動」は，総合型クラブ
と連携した活動が中心になると予想されるため，個
人競技においては拠点校化に固執せず，それぞれの
実情に応じた形態を模索していけば良いだろう。

平野部と山間部の学校についても，一律に考える
ことは不可能である。山間部からは，拠点校への通
学が難しいため，地域ごとに部活動の存続形態を検
討する必要があるだろう。



― 66 ―

競技人口規模による検討も必要である。競技人口
が少なく，市内の 1 校にしか存在しないなぎなたや
ソフトボールなどは，指導者の数も限られている。
その競技を消滅させないためにも，スポーツ少年団
との接続の面なども含め，慎重に協議すべきだろう。

さらに，市教委が示すように，今後は企業との連
携も欠かせないだろう。運動部活動を学校だけで管
理運営する体制では，既に立ち行かない状況となっ
ている。教育活動に人的・物的支援などを行うこと
により，企業の社会貢献活動の充実や従業員満足度
の向上に繋がる可能性など，企業におけるメリット
の創出を検討する必要がある。財源不足が懸念され
る中，休日の部活動指導の対価を素人の顧問教師に
支払うより，指導の専門家や競技経験者に支払って
質の高い指導を受けられる方が，生徒たちの満足度
も高いだろう。大会運営に関しても，イベント企画
会社に委託することによって，教師の負担軽減に繋
がるのではないだろうか。「特認就学制度」におい
て問題視されている生徒の通学に関しても，バスを
貸与できる企業があれば，解決できるかもしれない。
今後は，互いに所有している資源を持ち寄り，地域
全体で子どもたちのスポーツ・文化芸術活動を支え
る仕組みの構築が求められるだろう。

以上が，N 市の中学校部活動の拠点校化に関する
私見である。当初は，国が示す部活動の「地域移行」
の方針と，N 市が検討している「拠点校化」は，相
反する方向性を示しているのではないか，もしくは
ダブルスタンダードなのではないかとの疑念を抱い
ていた。しかし，調査を進めるうちに，N 市特有の
事情に鑑み，「持続可能な部活動」と「教師の負担
軽減」の両方を実現するために，綿密に練られた案
であることが理解できた。

地方小都市における限られた資源を有効活用しな
がら，持続可能な運動部活動を実現するためには，
学校と地域との協働が必須である。地域の実情に応
じた協働形態を見出すためには，議論を尽くす必要
があるだろう。

6）今後の運動部活動のあり方
「学校における働き方改革を踏まえた部活動改革」

は，策定当初から「当事者（生徒）不在の議論では
ないか」との所感を抱きながら，本研究における調
査を進めてきた。現在，教師の使命感と献身的な働
きによって成立していた部活動制度に，破綻が生じ

ていることは否めない。部活動指導に忙殺されてい
る教師のワークライフバランスの実現は極めて重要
な課題であり，「ブラック部活動」という言葉が話
題になったり，「＃教師のバトンプロジェクト」13）（文
科省）に数多くの悲痛な声が寄せられたりしたこと
からも，事態の深刻さが窺える。しかし，幾度と
なく部活動の外部化が議論されながらも実現しな
かったのは，主役である生徒たちにとっての部活
動が，重要かつ価値の高い活動だったからではな
いだろうか。

実際に，運動部活動を学校教育から完全に切り離
さなくても，「持続可能な運動部活動」と「教師の多
忙化解消」の両方を実現している事例がある。大阪
府の「ひらの倶楽部」では，地域と学校を結ぶプラッ
トフォームとして，中学校の中で地域スポーツクラ
ブを運営し，運動部活動を実施している（図6）11）。「中
学校を卒業しても部活動を卒業しないシステム」と
して，部員が少なくても卒業生の参加によって活動
を充実させ，専門的指導力のない顧問教師に変わっ
て卒業生が指導するといったシステムを構築してい
る。そうすることにより，学校という空間が生徒だ
けでなく市民にとっても生涯スポーツの実践の場と
なり，さらにはシティズンシップを学習する場とし
ても機能する。もちろん，この様な取り組みが，全
国各地で実践できるとは考えにくい。進学や就職に
伴い，人口流出が著しい過疎地域では不可能であろ
う。しかし，運動部活動は学校でやるべきか，地域
でやるべきかといったような分断するような議論
ではなく，学校と地域との協働形態も視野に入れ，
様々な可能性を模索する必要があるのではないだろ
うか。そのためには，「新しい公共」17）の理念の下，
学校と地域の「産・官・学・民」が協働して，「ヒ
ト・モノ・カネ」の条件整備をすることが必須であ
る。関係機関においては，縦割りではなく横断的な
視点で，建設的な議論を展開してもらいたい。

本研究では，教師の目線から運動部活動のあり方
を考察してきたが，得られた顧問教師の言説から，
部活動指導における負担感の増大を招いてきた一番
の要因は，教師自身の意識にあるのではないかとの
結論に至った。換言すると，教師文化という不文律
に拘束される教師のマインドセットに起因するもの
と推察する。教師は具体的報酬よりも心的報酬を重
視する傾向があるとされているが 4），「生徒のため
に」という献身的で奉仕的なマインドセットが変わ
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らない限り，多忙化解消は不可能だろう。インタ
ビュー調査を実施した教師たちも，膨大な業務に追
われながらも「生徒の力になりたい」という思いを
有しており，そこに葛藤が生じていた。今回の部活
動改革では，負担に感じている教師が，休日の部活
動に携わらなくても良い制度づくりが掲げられてい
るが，葛藤を抱えたままの教師は生徒や保護者の意
向を優先し，引き続き指導に携わる可能性がある。
社会から学校や教師に向けられるまなざしによる拘
束や，教師間の同調圧力も考えられる。部活動に携
わらなくとも，やはり「生徒のために」と他の業務
に専念する教師もいるだろう。「学校における働き
方改革を踏まえた部活動改革」の実現には，制度改
革とともに教師の意識改革が必要不可欠であろう。

本研究の調査で得られた多様な意見からも窺える
ように，今後の運動部活動のあり方に関しては，関
係者全員が納得するような正解は導き出せないと推
察する。しかし，いかなる運営形態になったとして
も，運動部活動の最上位目標である「生徒の成長の
場」としての意義は失ってはいけないだろう。今回
の議論が契機となり，未来を担う生徒たちにとって
の運動部活動が，ますます充実した豊かな学びの場
となることを期待したい。

Ⅶ　結語

本研究の目的は，部活動の地域移行の一事例とし
て，N 市において検討されている中学校部活動の「拠
点校化」に着目し，期待される効果や今後の課題を
明らかにしながら，教師の目線から運動部活動のあ
り方について検討することであった。調査及び分析
によって得られた知見は，以下のとおりである。

質問紙調査の結果から，N 市の中学校及び高等学
校の顧問教師は，スポーツ庁のガイドラインを遵守
した日数・時間で指導している割合が高く，充実感
を有している教師が多いことが明らかになった。中
学校では「体育以外×経験なし」の顧問教師が，高
等学校では「体育以外×経験あり」の顧問教師が最
も高い割合を示した。問題・課題であると感じてい
る点については，「専門的指導力の不足」，「研究や
自由な時間の妨げになっている」，「生徒数（部員数）
の減少」，「校務が忙しくて思うように指導できない」
などが高い割合を示した。外部指導者に関しては，
中学校ではほぼ全ての運動部活動で活用しているの
に対し，高等学校では半数しか活用していなかった。
外部指導者の必要性に関しては，中学校は概ね「必
要」と回答しているのに対し，高等学校では「必要
ない」との回答が複数あった。部活動の地域移行に 

 

 

 
図 6 スポーツライフの学習として地域-学校が共習するプラットフォーム 

出典：松田雅彦、『運動部活動のミカタ』、2021 

 

図 6　スポーツライフの学習として地域 - 学校が共習するプラットフォーム
出典：松田雅彦、『運動部活動のミカタ』、2021



― 68 ―

関する認知度は，中学校では高い値を示したが，高
等学校では認知不足が示唆された。休日の部活動が
地域移行した場合，中学校教師の半数以上が「指導
したくない」と回答したのに対し，高等学校の教師
は「指導したい」と回答した割合が高かった。将来
的に完全に部活動が地域移行することに対しては，
中学校では 93.0％の教師が「賛成」と回答したが，
高等学校では 78.2％にとどまった。

中学校の顧問教師を対象にしたインタビュー調査
では，拠点校化に対して，7 名のうち 6 名が「賛成」，
1 名が「反対」と回答した。特認就学制度を活用し
た拠点校化を望む意見が多かったが，継続的に指導
できる地域指導者や財源の確保を不安視する意見も
多数挙げられた。また，7 名とも，多種多様な葛藤
を抱えながら部活動指導に当たっていることも明ら
かになった。

これらの調査結果に鑑み，N 市における中学校部
活動の拠点校化について検討した。団体競技では，
特認就学制度を併用しながら拠点校化を進めるのが
望ましいだろう。個人競技では，競技特性や地域の
実情に応じて，学校ごとに活動したり，地域のスポー
ツクラブに参加したりすることも可能だと考える。
また，山間部と平野部との往来は難しいため，山間
部では，地域ごとに運動部活動の存続形態を模索す
る必要があるだろう。さらに，競技人口の少ない競
技においては，競技の消滅を防ぐために，スポーツ
少年団との接続を考慮する必要があるだろう。

今後の運動部活動のあり方としては，学校か地域
かという発想ではなく，協働して運営する形態を構
築する必要があると考える。資源の少ない地方小都
市においては，尚更である。

しかし，どの様な制度改革が実行されようと，
教師の意識改革が伴わなければ意味がない。教師
文化を背景とした教師自身の意識の持ちように
よって，負担感の増加や部活動指導をめぐる葛藤
が生じている。運動部活動が，生徒たちの健やか
な成長を支えるための活動として，形を変えなが
らも存続していくためには，教師の意識の変容が
必要不可欠であろう。

上記の点を踏まえた上で，生徒たちの多様な学び
の場としての運動部活動のあり方については，今後
も継続して検討していく必要があるだろう。

研究継続上の課題
本研究は，富山県 N 市における中学校 8 校（義

務教育学校を含む）及び高等学校 3 校の運動部活動
主顧問を対象に調査・分析を実施した。その為，サ
ンプルサイズが小さく，この調査から導かれた結論
が，全国の地方小都市の顧問教師の意識や実態と合
致するものとして判断することは難しい。しかし，
これ以上の数を求めることは不可能であり，地方小
都市の限界であるとも判断できる。今後も全国各地
の様々な地域における事例研究の蓄積が必要であろ
う。

また，本研究は，教師の目線から運動部活動のあ
り方について検討したものである。今後は，運動部
活動の主役である生徒の実態や意識を把握し，それ
らを踏まえた上で，より精緻な検討が求められよう。

註
註１）２つの年号が記載されている場合は，先に記

してあるのが中学校，後に記してあるのが高
等学校の改訂年を表している。

註２）令和２年版地方財政白書（総務省）28）によると，
小都市とは人口 10 万人未満の市をいう。

註３）在籍校に希望する生徒はいるが部活動そのも
のがない，部活動はあるが専門的な指導がで
きる顧問がいない，部活動はあるが部員数が
少なく十分な練習ができない場合に，隣接す
る実施対象校同士で部活動を合同して実施す
る方式である 23）。

註４）各学校が，地域を基盤とした特色あるカリ
キュラムを編成する中で，居住地の校区以外
の学校で学びたいと考える児童生徒が，校区
にかかわらず市内の希望する学校に転入学で
きる制度である。

註５）マートン（1957）によると，特定の地位にお
ける役割は，役割相手によって複数存在する
とされている５）。例えば，教師という地位に
おける役割には，生徒に対する「教師役割」
や同僚に対する「同僚役割」などが含まれて
いる。

註６）公益財団法人日本中学校体育連盟。1962 年
に創設された日本最大の青少年スポーツ団体
である。「スポーツによる青少年の健全育成」
を活動の指針として掲げ、地域社会全体で子
どもたちを育てることをねらいとして、活動
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拠点を地域社会の中に置き、社会教育の一環
として取り組まれている。
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